
項
目

青果 加工

秀 優 果汁用以外 果汁用

基
準

果汁率が20％以上で、
以下の条件を満たすもの

果汁率が20％以上で、以下の条件を
満たすもの

果汁率が20％以上で、青果の基準を満たしておらず、加
工用として商品価値のあるもの

左
記
の
条
件
を
満
た
す
も
の

・
果
実
の
高
さ
が
5

㎝
以
上

・
果
実
の
重
量
が
61

ｇ
以
上
の
も
の

・
果
汁
率
が
20

％
以
上

・
腐
っ
て
い
る
部
分
が
な
い

傷
の
程
度

・傷がないもの ・生傷が付いていないもの
・乾いた傷等はあるが、〇で囲ん
だような傷が２か所以内のもの

・生傷が付いているもの
・乾いた傷等がついており、傷が３か所以上のもの
又は、写真のように傷の範囲が広いものもの

そ
の
他

・ダニの食害がないもの
・日焼けがないもの
・黒点病がないもの

・ダニの食害がないもの
・日焼けが軽微なもの

・日焼けが写真以上のもの
・ダニの食害があるもの

「香川県産 璃の香」 選別基準「香川県産 璃の香」 選別基準「香川県産 璃の香」 選別基準

階級 S M L ２L ３L

重量
61ｇ以上
80ｇ以下

81ｇ以上
120ｇ以下

121ｇ以上
160ｇ以下

161ｇ以上
200ｇ以下

201ｇ以上

※ 果汁率（％）＝平均サイズの果実５果分の果汁の重量÷平均サイズの果実５果分の合計重量×100
（ほ場ごとに確認すること）

ダニの食害日焼け

１

２

広い
１

２

３

5
㎝
以
上
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